
令和８年４月より変更

【靴下】

　●白・黒・紺でワンポイント可とする。

　●くるぶしが隠れるながさの靴下であること。

【インナーシャツ】

　●無地の白・黒・ベージュであること。

　●袖口や首元から出ない長さであること。（例：タートルネック不可）

【頭髪】

　●毛染め、パーマ、剃り込み、整髪料の使用はしないこと。それ以外
の制限はなしとする。ただし、肩より長い髪の毛は結ぶ。

　●ゴムの色は黒・紺・茶で変更なし。

【登下校用靴】

　●運動に適している靴であること。（マジックテープも可）

　●厚底、ハイカットは禁止。
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